
新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
き
活
力
あ
る
持
続
可
能
な
経
済
と
社
会
の
実
現
を
図
る
条
例

を
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に
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五
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日

奈
良
県
知
事
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井
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吾

奈
良
県
条
例
第
四
十
三
号

新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
き
活
力
あ
る
持
続
可
能
な
経
済
と
社
会
の
実
現
を
図
る

条
例
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附
則

我
が
国
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
世
界
に
類
を
見
な
い
経
済
発
展
を
遂
げ
、
世
界
有
数
の
経
済
大

国
と
な
っ
た
が
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
以
降
、
長
く
経
済
の
低
成
長
と
賃
金
低
迷
の
時
代
に
あ
る
。
こ
の

間
、
市
場
任
せ
、
株
主
偏
重
の
従
来
型
の
資
本
主
義
の
あ
り
方
が
、
将
来
に
向
け
た
成
長
投
資
の
阻
害
、

社
会
の
中
核
を
担
う
中
間
層
の
疲
弊
、
都
市
と
地
方
の
地
域
間
格
差
や
気
候
変
動
問
題
な
ど
に
見
ら
れ

る
持
続
可
能
性
へ
の
懸
念
な
ど
、
市
場
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
多
く
の
社
会
課
題
を
生
ん
だ
。

こ
れ
に
加
え
、
本
県
は
大
阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
発
展
し
て
き
た
経
緯
か
ら
、
他
地
域
に
大
き

く
依
存
し
た
経
済
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
急
激
な
高
齢
化
や
労
働
力
人
口
の
減
少
が
顕
著
に
な
る
一
方
、

本
県
で
育
っ
た
若
者
の
働
く
場
の
確
保
が
十
分
で
な
い
な
ど
、
成
熟
し
た
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
に
お
け
る
課

題
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
。

こ
う
し
た
諸
課
題
の
解
決
に
は
、
未
来
へ
の
視
点
と
他
者
を
思
い
や
る
精
神
が
足
り
な
い
従
来
型
の

資
本
主
義
か
ら
、
長
期
的
な
視
点
と
公
益
を
志
向
す
る
精
神
で
地
域
経
済
の
発
展
を
目
指
す
、
新
し
い

時
代
の
地
域
資
本
主
義
へ
と
価
値
観
を
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
本
県
を
経
由
す
る
中
央
新
幹
線
の
完
成
や
大
規
模
広
域
防
災
拠
点
の
整
備
、
京
奈
和
自
動
車

道
の
概
成
を
は
じ
め
と
す
る
本
県
発
展
の
屋
台
骨
と
な
る
産
業
基
盤
が
整
う
見
込
み
で
あ
り
、
こ
れ
を

機
に
多
く
の
雇
用
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
大
和
平
野
中
央
田
園
都
市
構
想
に
お
い
て
は
、
多
様
な
人
材
、
先
進
的
な
技
術
や
情
報
が
集

ま
る
新
拠
点
を
中
心
に
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
や
関
連
産
業
が
集
積
し
、
奈
良
発
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の



創
出
を
目
指
す
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
。

折
し
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
経
済
の
再
生
が
求
め
ら
れ
る
中
、
未
来

を
見
て
他
者
を
思
い
や
る
新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
き
、
官
民
が
協
働
し
て
、
県
民
の
暮

ら
し
の
豊
か
さ
に
つ
な
が
る
持
続
可
能
な
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
く
経
済
及
び
社
会
の
振
興
に
つ
い
て
、
事
業
活
動

が
持
続
的
に
発
展
し
、
そ
の
利
益
が
働
く
人
へ
と
還
元
さ
れ
、
地
域
を
構
成
す
る
主
体
が
公
益
を
志
向

し
、
地
域
が
将
来
に
わ
た
っ
て
発
展
す
る
、
商
っ
て
良
し
、
働
い
て
良
し
、
世
間
に
良
し
の
三
方
良
し

の
奈
良
県
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
く
活
力
あ
る
持
続
可
能
な
経
済
及
び

社
会
の
実
現
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
事
業
者
、
関
係
団
体
等
及
び
県
民
の

役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
く
経
済
及
び
社
会
の
振

興
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
、
そ
の
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
自
立
的
に
発
展
す
る
社
会
経
済
構
造
へ
の
転
換
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
豊
か
な
暮
ら

し
と
地
域
の
持
続
的
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

と
す
る
。

一

新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義

長
期
的
な
視
点
及
び
公
益
へ
の
志
向
に
よ
り
、
県
民
の
豊
か

な
暮
ら
し
及
び
地
域
の
持
続
的
な
発
展
を
目
指
す
考
え
方
を
い
う
。

二

事
業
者

県
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
を
営
む
個
人

を
い
う
。

三

関
係
団
体
等

商
工
会
、
商
工
会
議
所
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
金
融
機
関
、
大
学
そ
の
他

の
研
究
機
関
等
の
事
業
者
を
支
援
す
る
団
体
を
い
う
。

四

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

科
学
的
な
発
見
又
は
発
明
、
新
商
品
又
は
新
役
務
の
開
発
そ
の
他
の
創
造

的
活
動
を
通
じ
て
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
く
活
力
あ
る
持
続
可
能
な
経
済
及
び
社
会
の
実
現
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

生
産
性
の
向
上
そ
の
他
事
業
の
持
続
的
発
展
に
資
す
る
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
が
、
当

該
事
業
者
の
成
長
発
展
に
投
資
さ
れ
る
ほ
か
、
働
く
人
及
び
地
域
社
会
へ
還
元
さ
れ
る
こ
と
。

二

若
者
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
人
々
か
ら
、
起
業
、
新
た
な
就
労
そ
の
他
の
人
生
の
第
二
の
出

発
に
ふ
さ
わ
し
い
働
く
場
と
し
て
選
ば
れ
る
地
域
を
つ
く
る
こ
と
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、
新
し

い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
く
経
済
及
び
社
会
の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
体
系
化
し
、
国
、
市

町
村
、
事
業
者
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
し
て
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
五
条

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
次
に
掲
げ
る
役
割
を
果
た
す
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

一

自
ら
の
事
業
活
動
が
地
域
の
発
展
を
支
え
て
い
る
と
い
う
誇
り
と
新
た
な
事
業
を
創
造
す
る
気

概
を
も
っ
て
、
経
営
の
革
新
、
新
た
な
付
加
価
値
を
獲
得
で
き
る
事
業
の
仕
組
み
の
構
築
、
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
等
に
よ
る
努
力
を
価
格
に
転
嫁
で
き
る
力
を
高
め
る
こ
と
。

二

付
加
価
値
の
高
い
優
れ
た
製
品
及
び
商
品
の
生
産
若
し
く
は
販
売
又
は
役
務
の
提
供
に
必
要
な

設
備
、
人
材
、
技
術
等
へ
の
継
続
的
な
投
資
に
よ
り
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。

三

県
内
外
に
お
け
る
製
品
及
び
商
品
の
販
路
又
は
役
務
の
提
供
の
範
囲
の
拡
大
を
図
り
、
県
内
外

の
需
要
に
応
じ
る
こ
と
。

四

就
労
環
境
の
整
備
、
教
育
訓
練
及
び
様
々
な
業
務
に
挑
戦
す
る
機
会
の
提
供
に
よ
り
、
事
業
活

動
に
お
け
る
付
加
価
値
の
創
出
を
担
う
多
様
な
人
材
の
活
躍
を
促
す
と
と
も
に
、
再
び
挑
戦
す
る

こ
と
を
支
援
す
る
組
織
風
土
を
醸
成
す
る
こ
と
。

（
関
係
団
体
等
の
役
割
）

第
六
条

関
係
団
体
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
事
業
活
動
が
持
続
的
に
発
展
す
る
よ
う
、
そ
の

支
援
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
国
、
県
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
、
事
業
活
動
に
よ
る
利

益
が
働
く
人
及
び
地
域
社
会
に
還
元
さ
れ
る
社
会
的
気
運
の
醸
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
七
条

県
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
事
業
者
が
果
た
す
役
割
及
び
歴
史
と
自
然
が
豊
か
な
本

県
の
文
化
の
価
値
を
改
め
て
認
識
し
、
県
産
の
製
品
及
び
商
品
並
び
に
県
内
の
事
業
者
が
提
供
す
る

役
務
の
魅
力
を
知
る
と
と
も
に
、
地
域
の
発
展
の
た
め
に
は
県
内
で
の
消
費
の
推
進
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
理
解
と
関
心
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。



第
二
章

基
本
的
施
策

（
事
業
者
が
持
続
的
に
発
展
で
き
る
事
業
環
境
の
実
現
）

第
八
条

県
は
、
事
業
者
が
持
続
的
に
発
展
で
き
る
事
業
環
境
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策

そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

県
内
で
の
消
費
の
促
進
に
必
要
な
施
策

二

事
業
活
動
の
環
境
の
向
上
に
資
す
る
産
業
基
盤
の
整
備
及
び
企
業
誘
致
に
必
要
な
施
策

三

事
業
者
間
の
調
達
の
活
性
化
並
び
に
県
外
へ
の
移
出
力
及
び
国
外
へ
の
輸
出
力
強
化
に
必
要
な

施
策

四

高
い
付
加
価
値
の
獲
得
に
資
す
る
労
働
生
産
性
の
向
上
に
必
要
な
施
策

五

知
的
資
産
を
有
効
に
活
用
し
た
新
た
な
付
加
価
値
を
獲
得
で
き
る
事
業
の
仕
組
み
の
創
造
に
必

要
な
施
策

六

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
及
び
事
業
者
の
集
積
に
よ
る
新
た
な
需
要
を
獲
得
で
き
る
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
の
創
出
に
必
要
な
施
策

七

自
然
災
害
、
感
染
症
そ
の
他
の
脅
威
や
困
難
に
対
す
る
回
復
力
の
強
化
に
必
要
な
施
策

（
働
く
人
が
働
き
や
す
い
就
労
環
境
の
実
現
）

第
九
条

県
は
、
全
て
の
働
く
人
に
と
っ
て
働
き
や
す
い
就
労
環
境
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
活
動
に
よ
る
利
益
が
働
く
人
の
賃
金
や
就
労
環
境
の
改
善
等
に
還
元
さ
れ
る
た
め
の
環
境

整
備
に
関
す
る
施
策

二

職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
機
会
並
び
に
学
び
直
し
の
た
め
の
教
育
の
機
会
の
提
供
等
に
関

す
る
施
策

三

若
者
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
人
々
を
対
象
と
し
た
県
内
で
の
起
業
へ
の
支
援
に
関
す
る
施
策

（
地
域
経
済
が
持
続
的
に
発
展
で
き
る
社
会
の
実
現
）

第
十
条

県
は
、
地
域
経
済
が
持
続
的
に
発
展
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
そ

の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
活
動
に
よ
る
利
益
が
働
く
人
の
賃
金
や
就
労
環
境
の
改
善
等
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
地
域

の
発
展
に
つ
な
が
る
と
い
う
社
会
的
気
運
を
醸
成
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

二

地
域
を
構
成
す
る
主
体
に
よ
る
社
会
へ
の
貢
献
が
地
域
活
性
化
を
促
す
仕
組
み
の
構
築
に
関
す

る
施
策

第
三
章

そ
の
他
の
措
置



（
協
議
の
場
の
設
置
）

第
十
一
条

県
は
、
基
本
的
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
に
お
け
る
経
済
情
勢
に
関
す
る
情
報

の
共
有
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
国
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
等
と
の
協
議
の
場
を
設
け

る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
計
画
の
策
定
）

第
十
二
条

知
事
は
、
基
本
的
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
計
画
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
三
条

県
は
、
基
本
理
念
に
基
づ
き
、
新
し
い
時
代
の
地
域
資
本
主
義
に
基
づ
く
経
済
及
び
社
会

の
振
興
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


